
 
 

一

 
 
 

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

修
正
す
る
。 

 

目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
七
条
の
七
」
を
「
第
七
条
の
八
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
改
正
規
定
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
『
第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
定
義
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
』
に
改
め
、

「
加
え
る
」
を
『
加
え
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
十
一
項
各
号
」
を
「
第
十
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と

し
、
同
条
第
七
項
か
ら
同
条
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
』
に
改
め
、

同
改
正
規
定
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

７ 

環
境
大
臣
は
、
前
項
の
環
境
省
令
の
制
定
又
は
改
正
（
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
改
正
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
条
の
改
正
規
定
中
『
、
同
項
第
二
号
中
「
抑
制
の
」
を
「
抑
制
を
促
進
す
る
」
に
改
め
』
を
削
り
、
「
同
項
第
八
号
」

を
「
同
項
第
十
号
」
に
、
「
同
項
第
七
号
と
し
」
を
「
同
項
第
九
号
と
し
」
に
、
「
同
項
第
六
号
と
し
」
を
「
同
項
第
八
号
と

し
」
に
、
「
同
項
第
五
号
と
し
」
を
「
同
項
第
七
号
と
し
」
に
、
「
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
」
を
「
同
項
第
三
号
を
同



 

二

項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
」
に
改
め
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

五 
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
の
目
標
に
関
す
る
事
項 

 

第
三
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中
「
容
器
包
装
廃
棄
物
」
を
「
容
器
包
装
の
再
使
用
等
そ
の
使
用
の
合
理
化
そ
の
他
の
容
器
包
装
廃

棄
物
」
に
、
「
抑
制
の
」
を
「
抑
制
を
促
進
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。 

 

二 

容
器
包
装
廃
棄
物
の
減
量
の
目
標
に
関
す
る
事
項 

 

第
四
条
中
「
及
び
消
費
者
」
を
削
り
、
「
使
用
、
」
を
「
使
用
及
び
再
使
用
、
」
に
改
め
、
「
合
理
化
」
の
下
に
「
に
よ
る

容
器
包
装
の
発
生
の
抑
制
等
」
を
加
え
、
「
努
め
る
と
と
も
に
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
し
て
得
ら
れ
た
物
又
は
こ

れ
を
使
用
し
た
物
の
使
用
等
に
よ
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
を
促
進
す
る
よ
う
」

を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

消
費
者
は
、
繰
り
返
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
容
器
包
装
が
さ
れ
た
商
品
又
は
容
器
包
装
が
過
剰
に
使
用
さ
れ
て
い

な
い
商
品
の
選
択
等
に
よ
り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

三

３ 

事
業
者
及
び
消
費
者
は
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
を
し
て
得
ら
れ
た
物
又
は
こ
れ
を
使
用
し
た
物
の
使
用
等
に
よ

り
容
器
包
装
廃
棄
物
の
分
別
収
集
、
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
等
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
四
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
七
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
七
条
の
八
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
八
条
の
改
正
規
定
中
「
第
七
条
の
六
」
を
「
第
七
条
の
七
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
章
を
第
九
章
と
す
る
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

第
三
十
三
条
中
「
第
二
条
第
十
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
十
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
七
条
の
六
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
る
計
画
及
び
第
七
条
の
七
」
を
加
え
、
「
第

七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
同
条
第
二
項
中
第
二
号
を
」
を
『
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
二
条
第
十
項
第
一

号
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
中
同
号
を
』
に
改
め
、
「
及
び
第
七
条
の
六
」
を
「
、
第
七
条
の
六
及

び
第
七
条
の
七
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
五
項
中
「
第
七
条
の
六
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
七
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。 



 

四

 
第
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
そ
の
再
商
品
化
に
現
に
要
し
た
費
用
の
総
額
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
が
再
商
品
化
に
要
す
る
と
見
込
ま
れ
た
費
用
の
総
額
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
さ
れ
る
額
を
下
回
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
、
各
市
町
村
の
再
商
品
化
の
合
理
化
に
寄
与
す
る
程

度
」
を
「
各
市
町
村
に
お
け
る
当
該
特
定
分
別
基
準
適
合
物
の
分
別
収
集
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
そ
の
額
の
百
分
の
五
十

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
各
市
町
村
に
お
け
る
分
別
収
集
の
取
組
の
状
況
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
七
条
の
四
第
二
項
中
「
技
術
水
準
」
の
下
に

「
、
指
定
容
器
包
装
利
用
事
業
者
が
行
う
べ
き
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
取
組
の
状
況
」
を
加
え
、
「
勘
案
し

て
」
を
「
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の
意
向
を
十
分
に
尊
重
し
て
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
七
条
の
七
を
第
七
条
の
八
と
す
る
。 

 

第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
七
条
の
六
中
「
指
定
容
器
包
装
利
用
事
業
者

（
特
定
容
器
利
用
事
業
者
又
は
特
定
包
装
利
用
事
業
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
に
お
い
て
用
い
る
容

器
包
装
の
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
容
器
包
装
多
量
利
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
容
器
包

装
多
量
利
用
事
業
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
の
七
と
す
る
。 



 
 

五

 
第
四
章
を
第
五
章
と
し
、
第
三
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
七
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
発
生
抑
制
計
画
） 

第
七
条
の
六 
指
定
容
器
包
装
利
用
事
業
者
（
特
定
容
器
利
用
事
業
者
又
は
特
定
包
装
利
用
事
業
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
に
お
い
て
用
い
る
容
器
包
装
の
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
「
容
器
包
装
多

量
利
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
年
度
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
判

断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
容
器
包
装
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

附
則
第
一
条
第
二
号
中
「
第
三
条
ま
で
、
第
五
条
、
第
六
条
」
を
「
第
六
条
ま
で
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、

第
三
十
三
条
の
改
正
規
定
」
を
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第
十
項
第
一

号
」
を
「
第
二
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
、
第
三
十
七
条
及
び
第
四

十
四
条
」
を
「
及
び
第
三
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
条
中
「
第
七
条
の
六
」
を
「
第
七
条
の
七
」
に
改
め
る
。 


